
１　総括

⑴　人件費の状況（普通会計決算）

⑵　職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。

  　　２　職員数は平成31年4月1日現在の人数で、（ ）内は任期付短時間勤務職員・再任用職員（短時間勤務）を

　　　　外書きしたものです。

  　　３　給与費については、任期付短時間勤務職員・再任用職員（短時間勤務）の給与費が含まれており、一人

　　　　当たり給与費の（ ）内はそれらの職員の人数を含んだ平均額です。

⑶　ラスパイレス指数の状況

（注）１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、

 国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員

 の俸給月額を100として計算した指数です。

 　   ２　（ ）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指します。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、

 地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を

 用いて補正したラスパイレス指数です。（補正前のラスパイレス指数×（1＋当該団体の地域手当支給率）／

 （1＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出。）

 　   ３　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

 　   ※　令和2年4月1日のラスパイレス指数が、①3年前に比べ1ポイント以上上昇している場合、②3年連続で上昇

 している場合、③100を超えている場合について、その理由及び改善の見込み

⑷　給与制度の総合的見直しの実施状況について

①給料表の見直し

　［実施］

　実施内容（平均引下げ率、実施時期、経過措置の有無等具体的な内容）

②地域手当の見直し

　実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合）

③その他の見直し内容

（参考）

平成30年度の人件費率

16.7%

八尾市の給与・定員管理等について

（令和2年1月1日） 　　　　　　Ａ

17.2%令和元年度

人件費率人　件　費

100,525,222千円

給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費区　分

　計　　　Ｂ

2,911,986千円

（給料表の改定実施時期）平成27年4月1日
（内容）一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均2％引下げ。激変緩和のため、5
年間（令和2年3月31日まで）の経過措置（現給保障）を実施。
　他の給料表についても、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。

管理職員特別勤務手当について、国に準じて制度を導入。（平成27年4月1日実施）

　　　　　　Ａ

区　分 実質収支住民基本台帳人口 歳　出　額　

　　　　　　Ｂ 　　　　　Ｂ／Ａ　　　

1,723人
（175人）

【概要】　国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均2％の引下げ及び地域手当の
支給割合の見直し等に取り組むとされています。

令和元年度 2,205,881千円

（参考） 一人当
 　たり給与費
　　　Ｂ／Ａ

6,751千円
（6,128千円）

職員数

6,513,617千円

266,349人 17,338,048千円1,384,925千円

期末・勤勉手当

（支給割合）　国基準10％に対し、八尾市においても10％を支給。

給　 料

11,631,484千円

（参考） 中核市
　平均一人当た
　り給与費

6,444千円

職員手当

(H29.4.1)

100.0

(100.0)

(H29.4.1)

100.1 (H29.4.1)

99.1

(H30.4.1)

99.7

(99.7)

(H30.4.1)

100.2
(H30.4.1)

99.1

(H31.4.1)

98.9

(98.9)

(H31.4.1)

99.9 (H31.4.1)

98.9

(R2.4.1)

99.0

(99.0)

(R2.4.1)

99.9
(R2.4.1)

98.9

90.0

95.0

100.0

105.0

八尾市 類似団体平均 全国市平均
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

⑴　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和2年4月1日現在）

　　　①一般行政職

②技能労務職

※　民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。（平成29年～令和元年の３ヶ年平均）

※　技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものでは

　ありません。

※　年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年

　 度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

国

41.9歳

平均給料月額

41.8歳

平均年齢

―

353,355円40.5歳

322,802円

195人

八尾市

（国比較ベース）

―

300,100円

（Ｂ）

―

1.76

387,821円

426,424円

参　　考

287,283円

438,917円

378,647円

―

―

―

―

―

―

民　間

年収ベース（試算値）の比較

327,564円

46.2歳 1.46

326,183円

―

―

207,900円55.9歳

―

Ａ／Ｂ

296,480円

358,637円383,335円210人

八尾市

―

―

参　　考

うち清掃職員

うち清掃職員

2,862,400円5,945,279円 2.08

1.697,040,415円 4,166,100円

うち校務員

408,868円

（国比較ベース）

405,898円

の類似職種

386,744円

43.2歳

区　　　分 平均年齢

類似団体

大阪府

315,934円

320,105円

―

318,797円

42.3歳

――

平均給与月額

365,437円

平均給与月額

民　　　　　　間

50.9歳 328,862円

54.1歳

268人

平均給与月額区　　　分

大阪府

平均給与月額

379,587円

382,912円うち清掃職員

類似団体

（Ｄ）

八尾市

用務員

454人

区　　　分

公　　　務　　　員

区　　　分

八尾市

国

35人

364,599円

大阪府

うち校務員

廃棄物処理業

類似団体

―

―

公務員

国

（Ｃ）

―

平均給与月額

職員数

45.6歳

361,639円

327,543円

438,796円

（Ａ）

425,218円45.0歳

うち校務員

対応する民間

―

50.2歳

2,319人

平均年齢

311,544円

平均給料月額

Ｃ／Ｄ
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③福祉職

④消防職

⑤薬剤師・医療技術職等

⑥看護・保健職

（注）１　「平均給料月額」とは、令和2年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの　　　　　 

　　　　すべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。　

　　　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等

　　　　を除いたもの）で算出しています。

⑵　職員の初任給の状況（令和2年4月1日現在）

⑶　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和2年4月1日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

（注）各経験年数に該当する職員数が3人以下の場合は、近似の年数について記載することとしていますが、近似の

　　年数においても該当する職員数が3人以下の場合は、「―」と記載しています。

400,447

372,617

大　学　卒

371,438

188,700円

経験年数30年

362,900

一般行政職

高　校　卒

233,800

高　校　卒

379,954338,407

360,445

47.3歳

160,100円

八尾市

333,957円 ―

281,888円

八尾市

国

国 46.3歳 310,456円

275,386円

平均給料月額

43.4歳

高　校　卒

160,100円～175,200円

高　校　卒

               ―

区　　　分

類似団体

（国比較ベース）

328,817円

平均年齢

37.4歳

平均給料月額

282,322円

類似団体

八尾市

（国比較ベース）

313,631円37.7歳

区　　　分

八尾市

区　　　　分 経験年数25年

平均給与月額

350,330円

平均給与月額
平均給与月額

八尾市 40.1歳 310,519円

類似団体

区　　　　　分

39.3歳

一般行政職
大　学　卒

技能労務職

技能労務職

332,116円

337,213円

―

37.2歳

38.4歳

302,555円

平均給料月額

平均給与月額

374,646円

403,133円

平均年齢

（国比較ベース）

333,523円

区　　　分

308,971円

平均給与月額

304,413円

平均年齢

平均給与月額

平均給与月額

394,254円

（国比較ベース）
平均給料月額

410,025円

354,807円

362,487円

317,309円

279,480

333,170

経験年数20年

385,247円

国 ―

平均給与月額

34.9歳

平均年齢区　　　分

大阪府 国

187,300円 182,200円

153,500円 150,600円

153,267円 ―

390,064円 334,381円

317,928円

経験年数10年

262,973

355,144円
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

⑴　一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和2年4月1日現在）

  

（注）八尾市職員給与条例に基づく行政職給料表(1)の級区分による職員数です。平成30年度から8級制となっています。

⑵　国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和2年4月1日現在）

⑶　昇給への人事評価の活用状況（八尾市）

 イ． 人事評価を活用している

 ロ． 人事評価を活用していない

　活用予定時期

〇

444,900円

319,200円 408,200円

　係長又は主査の職務 384,200円

391,000円137人

　部次長の職務

　　標準、下位の区分

27人

　課長補佐又は主幹の職務

18.3%

160,100円

給料月額

最高号給の

210,300円

247,600円

　高度の知識又は経験を必要とする
　業務を行う係員の職務

管理職員

　活用している昇給区分

6.9%

４　　級 233,300円

289,700円

468,600円

給料月額

令和2年4月2日から令和3年4月1日
までにおける運用

362,900円

１号給の

〇

未定

基準となる職務

昇給可能
な区分

3.0%

0人

　　上位、標準の区分

昇給可能な
区分

昇給実績
がある区分

　係員の職務

　副主査の職務

６　　級

７　　級

408,100円

３　　級

職員数

５　　級

44.0%

61人

162人

390人

2.6%23人　部長又は理事の職務

9.7%86人

一般職員

　課長又は参事の職務

　　標準の区分のみ（一律）

８　　級

１　　級

２　　級

　　上位、標準、下位の区分

15.5%

0.0%

未定

昇給実績
がある区分

区　　分

304,200円

350,000円

182,200円

構成比

１級 0.0% １級 0.1% １級 0.0%２級, 6.9% ２級, 4.4%

２級, 15.7%

３級 18.3% ３級 20.7%

３級 17.1%

４級 44.0% ４級 43.7%
４級 38.5%

５級 15.5% ５級 14.7% ５級 14.1%

６級 9.7% ６級 10.1%
６級 11.5%

７級 3.0% ７級 3.0%
７級 3.1%８級 2.6% ８級, 3.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和２年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

国10級
八尾市

国家公務員

（百円）

給

料

月

額

昇 給

国９級

国８級

国７級

国６級

国５級

国４級

国３級

国２級

国１級市１級

市３級

市２級

市５級

市４級

市７級

市６級

市８級
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４　職員の手当の状況

⑴　期末手当・勤勉手当

千円 千円

（令和元年度支給割合） （令和元年度支給割合） （令和元年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

〇勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）（八尾市）

 イ． 人事評価を活用している

 ロ． 人事評価を活用していない

　活用予定時期

⑵　退職手当（令和2年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 勤続２０年

勤続２５年 勤続２５年

勤続３５年 勤続３５年

最高限度額 最高限度額

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和元年度に退職した職員に支給された平均額です。

⑶　地域手当（令和2年4月1日現在）

千円

円

％ 人 ％

％ 人 ％10

支給対象地域

市内全域（上記以外の者）

　　　22,010千円

1.45

  47.709 月分

（2％～20％加算）

2市内全域（医師・歯科医師）

10

支給実績（令和元年度普通会計決算）

定年前早期退職特例措置

国の制度（支給率）

1,882

八　　　　　尾　　　　　市

未定

2,334千円

16

 19.6695 月分

支給対象職員数

 39.7575 月分

 47.709 月分

支給職員１人当たり平均支給年額（令和元年度普通会計決算）

　　標準の成績率のみ（一律）

〇

 24.586875 月分

 28.0395 月分  33.27075 月分

令和2年度中における運用

職制上の段階、職務の級等による加算措置

未定

0.9

　　上位、標準、下位の成績率

支給可能
な成績率

支給実績
がある成績

率

１人当たり平均支給額（令和元年度）

707,141

16

2.6

八　　　　　尾　　　　　市

1,534

支給率

372,572

　　上位、標準の成績率

　活用している成績率

　　標準、下位の成績率

職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・役職加算　5～20％ 　・役職加算　5～20％

　・管理職加算　10～25％ 　・管理職加算　10～25％

　・役職加算　5～20％

支給実績
がある成績

率

一般職員

支給可能な
成績率

管理職員

〇

  47.709 月分

1.9

1.45 0.9 1.45 0.9

職制上の段階、職務の級等による加算措置

大　　　　　阪　　　　　府 国

１人当たり平均支給額（令和元年度）
－

1,759

2.6 1.9 2.6 1.9

国

 19.6695 月分  24.586875 月分

 28.0395 月分  33.27075 月分

 39.7575 月分   47.709 月分

 47.709 月分   47.709 月分

定年前早期退職特例措置

（2％～45％加算）
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⑷　特殊勤務手当（令和2年4月1日現在）

千円

 　円

　％

135,728

手当の名称

0千円

2,785千円

1日500円

現場特殊業務手当

1日100円

（上限月10,000円）

2,846千円

4,737千円

1,045千円

清掃作業中に死獣の処理を行っ
た場合

6月20日から9月20日までの間におい
て河川のしゅんせつ又は道路の維持
作業等に従事した場合

6月20日から9月20日までの間に
おいて清掃作業等に従事した場
合

納税課（管理職
員を除く）、健
康保険課国民
健康保険係に
属する職員

13.4職員全体に占める手当支給職員の割合（平成31年4月）

滞納繰越分の10/1000以内
（上限月10,000円）

34,475

種類

主な支給対象業務
主な支給対象

職員
支　給　単　価

（令和元年度決算）

行旅死亡人、在宅死亡人の収
容、護送の業務に従事した場合

市税等徴収手当

1件2,000円

1日300円

非常呼出手当

環境事業課、
環境施設課に
属する職員

8

年末年始の特定期間において
清掃作業等に従事したとき

1日400円

救急患者の救護、搬送のために
緊急出動した場合

緊急出動に際し、消防用自動車
の運転に従事した場合

46千円

救急救命士の資格を有する者
が、救急救命業務に従事した場
合

生活福祉課に
属する職員

火葬作業に従事した場合

210千円

土木管理事務
所に属する職
員

1体300円
斎場に勤務す
る職員

職員

344千円

中型自動車（車両総重量が8,000キログラ
ム未満のものに限る）、準中型自動車及
び普通自動車（救急自動車を除く）

健康まちづくり
部（健康保険課
を除く）に属す
る職員

普通自動車（救急自動車に限る）

消防業務手当

4,533千円

1件100円

1回220円

勤務時間以外の時間又は休日
に非常呼出しを受けて業務に従
事した場合

1回100円

支給実績（令和元年度普通会計決算）

1,312千円

1回100円

火葬作業に従事した場合

手当の種類（手当数）

支給実績

健康まちづくり
部（健康保険課
を除く）に属す
る保健師

6,752千円

夏期清掃等手当

環境事業課、
環境施設課に
属する職員

現場作業手当

1日600円

火災その他の非常災害により緊
急出動した場合

環境事業課、
環境施設課に
属する職員

支給職員１人当たり平均支給年額（令和元年度普通会計決算）

0千円

0千円
感染症に関連する防疫作業等に
従事した場合

斎場に勤務す
る職員

大型自動車及び中型自動車（車両総重
量が8,000キログラム未満のものを除く）

1回220円

1回600円

消防業務に従
事する職員

感染症医療業務手当
感染症の患者の療養指導に従
事した場合

滞納処分業務に従事した場合

1回160円

1回50円

特定期間手当 1日6,400円以内10,131千円

376千円
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⑸　時間外勤務手当

千円

   円

千円

   円

（注）職員1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成〇年度普通会計決算）」と同じ年度の4月

　　1日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、

　　短時間勤務職員を含みます。

⑹　その他の手当（令和2年4月1日現在）

3,703,000円

88,776円

730,925円

16歳から22歳までの子　1人5,000円加算

（令和元年度普通会計決算）

379,034

513,998

120,993千円

参      事　　　　4,000～12,000円

理      事　　　　5,500～16,500円

課長補佐　　　　3,500～10,500円

管理職員
特別勤務手当

4,311千円 21,883円部      長　　　　6,000～18,000円

管理職員が臨時若しくは緊急の必要
その他の公務の運営の必要により、
週休日若しくは休日に規則で定める
業務に勤務した場合又は災害への
対処その他の臨時若しくは緊急の必
要により週休日等以外の日の午前０
時から午前５時までの間であって正
規の勤務時間以外の時間に規則で
定める業務に勤務した場合

異なる

同　じ

課      長　　　　4,500～13,500円

　勤務年数に応じて49,100～308,600円

支給職員１人当たり

137,780千円

交通機関利用者　  

　　　　　各6,500円（部長級職員等は不支給）

交通用具利用者　
同　じ

理      事　　　　85,000円
国は俸給
表別・職務
の級別・俸
給の特別
調整額の
区分別に
定められた
額を支給

国の制度と国の制度

同　じ

257,606円

113,366千円

自宅の場合　　　　　　支給なし

異なる内容 平均支給年額

308,656円

同　じ

手　当　名

国は俸給
の特別調
整額の区
分別に定
められた額
を支給

休日勤務手当

課      長　　　　66,000円

参      事　　　　62,000円

通勤手当

3,703千円

次      長　　　　5,000～15,000円

管理職手当

祝日・年末年始の休日に勤務した場
合に、勤務1時間当たりの給与額の
135/100

課長補佐　　　　54,000円

314,033円

借家の場合（家賃16,000円を超える場合に限る）

　使用距離に応じて2,000～31,600円

異なる

との異同

住居手当

支給実績（平成30年度普通会計決算）

343,123職員１人当たり平均支給年額（平成30年度普通会計決算）

支給実績（令和元年度普通会計決算）

扶養手当

子　　　 各10,000円

同　じ

内容及び支給単価

　家賃の額に応じて～28,000円

部      長　　　　90,000円

保健所に勤務する医師又は歯科医師

（令和元年度普通会計決算）

252,900千円

237,770千円

　定期代相当額（１月当たりの上限55,000円）

次      長　　　　74,000円

587,881

職員１人当たり平均支給年額（令和元年度普通会計決算）

支給実績

初任給調整手当

そのほかの扶養親族
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５　特別職の報酬等の状況（令和2年4月1日現在）

円

（ 円 ）

円

（ 円 ）

円

（ 円 ）

円

（ 円 ）

円

（ 円 ）

円

（ 円 ）

円

円

円

月分（20％の加算措置あり）

月分（20％の加算措置あり）

　　

円

円

円

円

円

円

（注）１　給料の（　）内は、減額措置を行う前の金額です。                         

 　　 ２　退職手当の「１期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（4年＝48月。     

  　　　ただし、教育長は3年＝36月）勤めた場合における退職手当の見込額です。

 　　 ３　退職手当は、現市長については不支給とし、その他の特別職についても50％の減額措置を実施しています。

654,500

病 院 事 業 管 理 者

常 勤 監 査 委 員

770,000

給
　
　
料

540,000

水 道 事 業 管 理 者

教 育 長

病 院 事 業 管 理 者

副 議 長

770,000

654,500

700,000円／475,000円

常 勤 監 査 委 員

市 長

748,000円／504,000円

議 員

病 院 事 業 管 理 者

650,000

696,000

654,500

区　　　分

報

酬

地
域
手
当

770,000

459,000

610,000

給 料 月 額 等

教 育 長

707,000

（参考）類似団体における最高／最低額

水 道 事 業 管 理 者

870,000

副 市 長 974,000円／696,000円

1,180,000円／707,000円

1,010,000

　　（令和元年度支給割合）

700,000 827,000円／584,000円

市 長

議 長

市 長

退
職
手
当

給料月額×在職月数×20/100

議 長

常 勤 監 査 委 員

任期毎

教 育 長

期
末
手
当

議 員

4.3

副 市 長

副 議 長

12,528,000

7,392,000

給料月額×在職月数×20/100

任期毎

24,240,000

病 院 事 業 管 理 者

任期毎

任期毎

副 市 長

水 道 事 業 管 理 者 任期毎

給料月額×在職月数×50/100

　　（令和元年度支給割合）

4.3

給料月額×在職月数×30/100

（支給時期）（算定方式） （１期の手当額）

給料月額×在職月数×15/100

教 育 長

副 市 長

市 長

給料月額の10％
水 道 事 業 管 理 者

常 勤 監 査 委 員

給料月額×在職月数×20/100

任期毎

5,544,000

7,392,000

3,888,000
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６　職員数の状況

⑴　部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年4月1日現在）

（注）１　職員数は一般職に属する職員数です。

普
　
　
通
　
　
会
　
　
計
　
　
部
　
　
門

149

民 生

欠員の補充

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

▲ 12 組織機構の変更による減員

欠員の補充

404

職 員 数

議 会

総 務 企 画

税 務

1615

組織機構の変更による増員

25

欠員の不補充教 育 部 門

150

256254

138

1,3311,329

670

＜参考＞　人口１万当たり職員数　89.92人

（類似団体の人口1万当たりの職員数　45.63　人）

1,725

事務の統廃合・縮小

業務の増加・医療体制の強化による増員

▲ 1

2

消 防 部 門

一
　
般
　
行
　
政
　
部
　
門

5

1,723

14

1 業務の増加による増員

欠員の不補充

1

＜参考＞　人口１万当たり職員数　64.７６人

業務の増加による増員

欠員の補充

＜参考＞　人口１万当たり職員数　49.97人

▲ 2

商 工

50

2

（類似団体の人口1万当たりの職員数　63.30　人）

令和2年

2

488

2,370

主 な 増 減 理 由
平成31年

（令和元年）

0355

15

312

68

300

69

416

6農 林 水 産

対前年
増減数

1

そ の 他

小　　　　　計

355

23小　　　　　計

0

37下 水 道

計

510

75

0

6

業務の増加による増員

2

140

土 木

衛 生

労 働 5

12

[ 2,535 ］

▲ 2

22

水 道

35

174

合　　　　　計

[ 0］

2,395

  ２　[     ]内は、条例定数の合計です。

公
営
企
業
等

　
 

会
計
部
門

647

病 院

[ 2,535 ］

48
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⑵　年齢別職員構成の状況（令和2年4月1日現在）

　

⑶　職員数の推移

（注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

～

1,723

48歳40歳 52歳20歳

(2.2%)

(1.2%)

▲ 46

3

12

37

56歳 60歳

計

公営企業等会計計

普通会計計

53

令和元年

1,251

～

308

（単位：人・％）

2,377

人

18788

～

36歳

35歳

一般行政

253

140

255 254

182

人 人

59歳

(1.8%)

2,334

以上

人

289

(6.4%)

人

2,370

169

～

249

138

55歳43歳 51歳

256

668

消　防

1,331 80

1,725

1,245

2,395

人

313

人人

172

1,329

20歳

0

～
過去5年間の
増減数（率）

126

(▲ 25.0%)

令和2年

1,287

平成28年

44歳

39歳

253

1,688 1,672

総合計

1,709

教　育

～

職員数

32歳28歳

区　分

～

未満 27歳

～

297

人

～

23歳

～

31歳

(2.1%)

平成29年

303

2,395

670

　　　　　　　　　年　　度

　部　門　別

662

184

658

2,346

人 人 人

平成30年

人

647

47歳

49

24歳

0

2

4

6

8

10

12

14

16

構成比

５年前の構成

比

%
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⑷　採用試験の実施状況（令和元年度実施分）

⑸　退職の状況（令和元年度退職者）

①令和2年3月31日付け ②年度中途

⑹　再任用の状況（令和2年4月1日現在）

　定年退職後に引き続き正規職員として勤務するもの

32人 4.0

事務職

8人 8人 2人

建築職 6人

3.0

11人

4.0

4.0

　　　Ａ

12人

1.1

1.2

3人

8人

148人

助産師・看護師（6月実施）

34人

11人

4.0

6.5

30人

定　　年

助産師・看護師（9月実施）

獣医師 3人

6人

6人

定年前早期

2人

区 分

34人

4人

10人

保健師

8人

21人

障がい者を対象とした任期付職員（事務職）

16人

1人

自己都合・その他

労務職員

育児休業代替任期付職員（事務職） 20人

6人

16人

30人

8.6

5人

11.0

3.0

3.0

5人

29人 26人

16人

土木職

2.0

4人

自己都合・その他

保育教諭

理学療法士

180人

　　　Ａ／Ｂ

2人 3.0

3人

　　　Ｂ

申込者数 受験者数

181人207人

11.0

2人

合格者数

9人

診療放射線技師

短時間勤務職員

8人

35人

常時勤務職員

7人

27人

8人

44人

6.8

1人

28人

29.6

24人

理学療法士 1人

32人

32人

6人 6人

消防吏員

11人臨床検査技師

薬剤師

5人

競争率
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７　公営企業職員の状況

⑴　病院事業

  　① 職員給与費の状況

ア　決算

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費0千円を含まない。

（注）１　職員数の（　　）内は、再任用短時間勤務職員を外書きしたものです。

  ２　職員手当には退職手当を含みません。

  ３　職員数は、令和2年3月31日現在の人数です。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和2年4月1日現在）

（注）１　基本給は、給料、扶養手当及び地域手当の合算額です。

  　　２　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（令和元年度） １人当たり平均支給額（令和元年度）

千円　 千円　

（令和元年度支給割合） （令和元年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）(　  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

職員数

1,773

うち看護師

1.9

45.5%

502,607円

　　　　　　　　Ｂ　

給与費　Ｂ／Ａ

平成30年度の総費用に
占める職員給与費比率

総費用に占める

純損益又は
実質収支

-229,801千円

1,417,337円

市町村平均

八 尾 市

367,187円

1.45 0.9

1,534

八 尾 市 立 病 院

職員給与費比率

44.2%

　　計　　Ｂ

区　分 一人当たり

　　　　　　Ｂ／Ａ

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

令和元年度 15,038,387千円 6,641,587千円

職員給与費

342,481円

(0人)

八尾市立病院

　　　　　　Ａ 職員手当給　 料

1,437,594円

579,472千円

44.6歳

1.45

322,576円

45.0歳

2.6

1,914,716千円

542,509円うち事務職員

570,298円

39.7歳 474,760円

うち医師

うち事務職員

295,171円

うち医師

期末・勤勉手当

1,427,439千円

1.9

497,990円42.9歳

41.3歳

うち医療技術員 38.6歳

40.7歳 327,314円

3,921,627千円

平均月収額

484人

671,261円

一人当たり給与費

576,631円

2.6

0.9

　・役職加算　5～20％

508,075円うち看護師 333,591円

566,603円

　・役職加算　5～20％

令和元年度

377,862円

区　　分

40.2歳

平　均　年　齢 基　本　給

職制上の段階、職務の級等による加算措置

6,949千円

　　　　　　　　Ａ　

8,103千円

39.3歳

職制上の段階、職務の級等による加算措置

（参考）市町村平均

　（参考）
総費用区　分
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イ　退職手当（令和2年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 勤続２０年

勤続２５年 勤続２５年

勤続３５年 勤続３５年

最高限度額 最高限度額

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　 １人当たり平均支給額　　　　

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和元年度に退職した職員に支給された平均額です。

ウ　地域手当（令和2年4月1日現在）

千円

   円

％ 人

％ 人

エ　特殊勤務手当（令和2年4月1日現在）

千円

 　円

　％

 24.586875 月分

医師又は歯科医師

10

定年前早期退職特例措置

手術の件数に700円を乗じて得
た金額を、算定期間の末日に在
職する手術に従事した助産師、
看護師又は准看護師の数で除し
て得た金額

分娩手当

手術業務に従事した場
合

臨床研修医を指導した
場合

医師又は助産師

3,305千円手術看護手当
中央手術部に所属
する助産師、看護
師又は准看護師

産婦人科医師　分娩の件数に7,000円を乗じて得
た金額を算定期間の末日に在職する分娩に従事
した産婦人科医師の数で除して得た金額
助産師　分娩の件数に3,000円を乗じて得た金額
を算定期間の末日に在職する分娩に従事した助
産師の数で除して得た金額

認定を受けた者が当該認
定にかかる業務に従事した
場合

78.4

  47.709 月分

（2％～20％加算）

313,040支給実績（令和元年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和元年度）

234,236

（2％～20％加算）

種類

194,469千円

1月につき　20,000円
（同一の研修医を指導した指導
医が2人の場合、10,000円、3人
以上の場合は、5,000円）

1,702千円

人間ドック検診及び乳がん
検診その他健康診断に係
るマンモグラフィ画像の読
影業務に従事した場合

細菌等検査手当

死後処置手当

支給職員１人当たり平均支給年額（令和元年度決算）

（令和元年度決算）

正規の勤務時間による勤務
の全部又は一部が深夜に
おいて行われる看護等の業
務に従事した場合

  47.709 月分

102,493千円

7時間 9,000円
4時間以上7時間未満 4,500円
2時間以上4時間未満 4,000円
2時間未満 2,500円
輸血払出時は1,000円加算

臨床検査技師又は
衛生検査技師

死体の清拭等患者の死
後処置に従事した場合

支給対象地域

支給職員１人当たり平均支給年額（令和元年度決算）

 28.0395 月分

左記職員に対する支給単価

  47.709 月分

支給実績（令和元年度決算）

市内全域（医師・歯科医師）

 19.6695 月分

 47.709 月分

 33.27075 月分

10

一般行政職の制度（支給率）

 39.7575 月分  39.7575 月分

  47.709 月分

％
85

1,914千円

1回 600円

八 尾 市八 尾 市 立 病 院

1日 120円

11

 33.27075 月分

市内全域（上記以外の者）

60千円

支給対象職員数

 24.586875 月分

非常呼出手当

　　　18,851千円

823,789

 19.6695 月分

 2,334 千円

 28.0395 月分

　　　22,010千円

定年前早期退職特例措置

 1,570 千円

感染症の病原体の検索
作業に従事した場合

医師又は診療放射線技師 1日
230円
助産師、看護師又は准看護師 1
日 170円

 47.709 月分

手当の種類（手当数）

主な支給対象職員 主な支給対象業務

157千円

夜間看護手当

医師、診療放射線
技師、助産師、看護
師又は准看護師

支給実績

16

支給率

技師又は看護師

手当の名称

毎月の入院収益・外来収益に応
じて支給

診療手当 医師又は歯科医師

助産師、看護師又
は准看護師

6,892千円

43千円

400

1回 300円
助産師、看護師又
は准看護師

放射線取扱手当

１月につき　認定薬剤師・認定看
護師5,000円、医学物理士
30,000円

分娩業務に従事した場
合

930千円

医師 １件　1,000円マンモグラフィ検診読影手当

エックス線その他の放射線
を照射する作業又は放射
線施設内で行うその他の作
業に従事した場合

認定業務手当

475,365

1,075千円

深夜における勤務時間が

指導医手当

診療業務に従事した場
合

職員

正規の勤務時間以外の時
間又は休日において非常
呼出しを受けて業務に従事
した場合

13



オ　時間外勤務手当

千円

   円

千円

   円

（注）１　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。  

　　　２　職員1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成〇年度決算）」と同じ年度の4月1日現

　　　　在の総職員数（管理職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤

　　　　務職員を含みます。

カ　その他の手当（令和2年4月1日現在）  

次      長　　　　74,000円

理      事　　　　85,000円

管理職手当

部      長　　　　90,000円

課      長　　　　66,000円

管理職員
特別勤務手当

319,390円

自宅の場合　　　　　　支給なし

146,894千円

同　じ

医師又は歯
科医師 1回
につき
24,500～１
30,000円

休日勤務手当

　使用距離に応じて2,000～31,600円

243,623千円

参      事　　　　62,000円

772,822円

（時間外勤務手当に含む）
祝日・年末年始の休日に勤務した場
合に、勤務1時間当たりの給与額の
135/100

医師免許又は歯科医師免許を有し
ている期間の区分に応じて49,100～
308,600円

同　じ 251,595円

職員１人当たり平均支給年額（令和元年度決算）

支給職員１人当たり

内容及び支給単価
一般行政
職の制度と
の異同

277,319

287,283

異なる

参      事　　　　4,000～12,000円

2,547,294円

初任給調整手当

課      長　　　　4,500～13,500円

管理職員が臨時若しくは緊急の必要
その他の公務の運営の必要により、
週休日若しくは休日に規則で定める
業務に勤務した場合又は災害への
対処その他の臨時若しくは緊急の必
要により週休日等以外の日の午前０
時から午前５時までの間であって正
規の勤務時間以外の時間に規則で
定める業務に勤務した場合

411,357円

598,962

次      長　　　　5,000～15,000円

異なる

交通機関利用者　  

（令和元年度決算）

634,179

支給実績

子　　　 各10,000円

38千円

課長補佐　　　　3,500～10,500円

同　じ

手　当　名

支給実績（平成30年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（平成30年度決算）

平均支給年額

医師免許又
は歯科医師
免許を有して
いる期間の
区分に応じ
て49,100～
308,600円

病院に勤務する医師及び歯科医師
1回につき24,500円～130,000円

課長補佐　　　　54,000円

（令和元年度決算）

理      事　　　　5,500～16,500円

部      長　　　　6,000～18,000円

3,120,038円

　　家賃の額に応じて～28,000円

16歳から22歳までの子　1人5,000円加算

28,479千円同　じ

一般行政
職の制度と
異なる内容

借家の場合（家賃16,000円を超える場合に限る）

交通用具利用者　

扶養手当
そのほかの扶養親族

支給実績（令和元年度決算）

59,649千円

住居手当

　　　　　各6,500円（部長級職員等は不支給）

27,321千円通勤手当 同　じ

宿日直手当

12,667円

54,162千円

　定期代相当額（１月当たりの上限55,000円）

同　じ
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⑵　水道事業

  　① 職員給与費の状況

ア　決算

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費93,168千円を含まない。

（注）１　給与費については、任期付短時間勤務職員・再任用短時間勤務職員の給与費が含まれており、

　　　　　職員数の（　　）内は、当該職員を外書きしたものです。

　　　２　職員手当には退職手当を含みません。

  　　３　職員数は令和2年3月31日現在の人数です。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和2年4月1日現在）

（注）１　基本給は、給料、扶養手当及び地域手当の合算額です。

  　　２　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（令和元年度） １人当たり平均支給額（令和元年度）

千円　 千円　

（令和元年度支給割合） （令和元年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）(　  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当（令和2年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 勤続２０年

勤続２５年 勤続２５年

勤続３５年 勤続３５年

最高限度額 最高限度額

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　 １人当たり平均支給額　　　　

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和元年度に退職した職員に支給された平均額です。

576,140千円 604,215千円

　　　　　　　　Ａ　

純損益又は
実質収支

　（参考）

平均月収額

43.6歳

 24.586875 月分

八 尾 市 水 道 局

　　　　　　区　　分

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

期末・勤勉手当給　 料

職制上の段階、職務の級等による加算措置

 28.0395 月分

　　計　　Ｂ

-    千円

　　　　　　　　Ｂ　

職員手当

524,228千円

平成30年度の総費用に
占める職員給与費比率

一人当たり

（2％～20％加算）

 1,924 千円

 39.7575 月分  39.7575 月分

　　　21,830千円

 47.709 月分

　　　19,865千円

(10人)
133,869千円

八尾市水道局

令和元年度

令和元年度 5,129,351千円

職員給与費

　　　　　　Ｂ／Ａ

76人
82,831千円 6,096千円

 33.27075 月分

1.9

1.45 0.9

358,503円

区　分

1.9

平　均　年　齢

44.2歳市町村平均 339,529円 512,723円

541,023円

総費用に占める
総費用

職員数

11.8%

307,528千円

0.9

2.6

 33.27075  月分

職員給与費比率

一人当たり給与費

6,165千円

 19.6695 月分

　・役職加算　5～20％

 24.586875 月分

八 尾 市

1,534

職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・役職加算　5～20％

 19.6695 月分

2.6

1,556

八 尾 市

1.45

八 尾 市 水 道 局

区　分

定年前早期退職特例措置

 28.0395 月分

11.4%

 47.709    月分

 47.709    月分

 47.709  月分

  47.709 月分

定年前早期退職特例措置

  47.709 月分

（2％～20％加算）

（参考）市町村平均

給与費　Ｂ／Ａ　　　　　　Ａ

基　本　給
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ウ　地域手当（令和2年4月1日現在）

千円

   円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（令和2年4月1日現在）

千円

 　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

   円

千円

   円

（注）１　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。  

　　　２　職員1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成〇年度決算）」と同じ年度の4月1日現

　　　　在の総職員数（管理職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤

　　　　務職員を含みます。

219,145

作
業
手
当

配水場等でポンプ設備の保
守点検に従事する職員

38.4

国・府道において交通
遮断をせずに行う、洗管
作業等の業務

49千円夏期漏水修繕手当

夏期酷暑期間（6月20日
から8月15日まで）にお
いて行う、給配水管及
び同附属設備の修繕業
務

道路上において洗管作業等
の業務に従事する職員

配水場等でのポンプ設
備の保守点検業務

6千円

支給職員１人当たり平均支給年額（令和元年度決算）

給配水管等の修繕作業に従
事する職員

支給職員１人当たり平均支給年額（令和元年度決算）

道路上において給配水管等
の修繕作業に従事する職員

支給実績（令和元年度決算）

業
務
手
当

国・府道において交通遮断
をせずに行う、給配水管及
び同附属設備の修繕業務

日額500円

102千円

支給対象職員数支給対象地域

384,853

種類

（令和元年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（令和元年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和元年度）

主な支給対象職員

0千円

220

突発事故などにより非常呼
出を受け勤務する職員

停水執行業務に従事する職員

10千円現地での滞納整理業務

あらかじめ予測されない
不時の事故のため緊急
に出動したとき

1千円

支給実績

毒物・劇物の取扱業務

非常呼出手当

82市内全域

手当の種類（手当数）

手当の名称

日額１00円

１回600円

左記職員に対する支給単価

208,617

夏

期

従

事

手

当

47千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成30年度決算）

一般行政職の制度（支給率）

10

33,097

支給率

10

毒物・劇物の取扱作業に従
事する職員

6,680

支給実績（令和元年度決算）

現地での滞納整理業務に従
事する職員滞納整理手当

3

主な支給対象業務

停水執行業務

日額200円

14,812

5千円 日額300円

滞納集金額の　4/1000　円 (端数切捨)

１件100円

15,340支給実績（令和元年度決算）

日額１00円

支給実績（平成30年度決算）

危険作業手当
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カ　その他の手当（令和2年4月1日現在）  

　　　　　各6,500円（部長級職員等は不支給）

借家の場合（家賃16,000円を超える場合に限る）

支給職員１人当たり

同　じ管理職手当

240,895円

平均支給年額

局      長　　　　90,000円

7,441千円

291,582円

　定期代相当額（１月当たりの上限55,000円）

自宅の場合　　　　　　支給なし

子　　　 各10,000円

次      長　　　　5,000～15,000円

課長補佐　　　　3,500～10,500円

課      長　　　　66,000円

参      事　　　　62,000円

732,000円

（令和元年度決算）

　　家賃の額に応じて～28,000円

同　じ

一般行政
職の制度と
異なる内容

そのほかの扶養親族

課      長　　　　4,500～13,500円

理      事　　　　5,500～16,500円

0千円1回につき4,400円

同　じ
管理職員
特別勤務手当

管理職員が臨時又は緊急の必要そ
の他の公務の運営の必要により、週
休日又は休日に規則で定める業務
に勤務した場合または災害への対処
その他の臨時又は緊急の必要により
週休日等以外の日の午前０時から午
前５時までの間であって正規の勤務
時間以外の時間に規則で定める業
務に勤務した場合

内容及び支給単価

同　じ

一般行政
職の制度と
の異同

-宿日直手当

15,500円局      長　　　　6,000～18,000円

通勤手当

祝日・年末年始の休日に勤務した場
合に、勤務1時間当たりの給与額の
135/100

理      事　　　　85,000円

交通機関利用者　  

　使用距離に応じて2,000～31,600円

同　じ

10,599千円

4,374千円

扶養手当

16歳から22歳までの子　1人5,000円加算

手　当　名 （令和元年度決算）

11,712千円

（時間外勤務手当に含む）

同　じ

47千円

107,847円
交通用具利用者　

課長補佐　　　　54,000円

同　じ住居手当

支給実績

次      長　　　　74,000円

休日勤務手当

参      事　　　　4,000～12,000円
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８　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

⑴　勤務時間（本庁勤務職員の場合）

⑵　年次有給休暇の概要（平成31年1月1日～令和元年12月31日）

⑶　特別有給休暇の概要

９　職員の人事評価の状況（令和2年度）

人事評価の方法（一般行政職の場合）

10　職員の分限及び懲戒処分の状況（令和元年度）

8日以内

閉　庁　日

事　　　　　　　　　　由

終業時刻

中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、当該子の看護
のため勤務しないことが相当であると認められる場合

始業時刻

期　　　　　　　　　　間

平均取得日数

夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生
活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき

在職期間が10年、20年又は30年に達した職員が心身のﾘﾌﾚｯｼｭを図るとき

12月29日から翌年の1月3日までの日

1年につき20日を付与

45分間

日曜日及び土曜日

11.2日

在職20年　3日以内

勤務時間の初め又は終わりに各30分又は通算1時間

在職30年　5日以内

生後1年6月に達しない子を育てる職員が、勤務しないことが相当である
と認められる場合

現年分のみ翌年に繰り越し可

職員が妻の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

職員の妻が出産する場合で、産前6週間・産後8週間の期間において、
当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育す
る職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認めら
れる場合

1日あたりの勤務時間

妊娠中の職員が、通勤に伴う負担を緩和するため勤務しないことが相当
であると認められる場合

在職10年　2日以内

7時間45分

連続2日以内

休憩時間

38時間45分

本人が結婚するとき

女性職員の産前産後

国民の祝日に関する法律に規定する休日

1週間あたりの勤務時間

午後5時15分

制度概要

午前8時45分

父母・配偶者・子                              7日以内

4日以内

産前産後共　56日（多胎の産前98日）

女性職員の生理日の勤務が著しく困難な場合

5日以内

上記以外の3親等以内の血族又は姻族　2日以内

職員の親族が死亡したとき 祖父母・兄弟姉妹・配偶者の父母・孫   　3日以内

7日以内

免職

61件

降任

1日に2回各30分又は1日に1時間

課長相当職以上

降給休職

主査相当職以下

分 限 処 分

戒告停職 減給免職

〇

〇

職員区分
評価の方法

負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むの
に支障がある家族の介護その他の世話を行う職員が、その世話を行うた
めに勤務しないことが相当であると認められる場合

〇

実績評価 能力評価

その他、ﾄﾞﾅｰ休暇・女性職員の通院休暇・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ休暇など

5日以内（対象家族が2人以上の場合　10日以内）

1件

〇

懲 戒 処 分

5日以内（養育する子が2人以上の場合　10日以内）

課長補佐・係長相当職

18



11　職員の休業に関する状況（令和元年度）

（注）上段の人数は新たに休業を取得した者の人数で、下段の人数は、前年度から引き続いて休業を取得している

　　　　者の人数です。  

12　職員の服務の状況（令和元年度）

13　職員の退職管理の状況（令和2年4月1日現在）

14　職員の研修の状況（令和元年度）

基本研修（階層別・職種別研修）

524人

261人

計

111人

0人

0人

228

114

61

886人

女性 男性 女性 男性 女性男性

制定済み

0人 0人

0人

自己啓発研修（通信教育、自主研究グループ等）

職場研修（61職場で実施）

派遣研修（マッセ等の外部研修機関、先端事例研究等）

11,027人

12

9,245人

2人

男性 女性

2件

地方公務員法第38条第１項に基づく
営利企業等への従事許可件数

26

0人 1人

0人 0人

0人 1人

0人 0人

0人

0人

退職管理に関する条例

参加者数

15特別研修（専門研修、教養研修）

コース数

0人

16人 53人

1人 71人

研　　　　修　　　　名

男性

4人

男性 女性

自己啓発等休業 配偶者同行休業 修学部分休業 高齢者部分休業育児休業 部分休業

女性

10人

46人

19



15　職員の福祉及び利益の保護の状況

⑴　八尾市職員厚生会

①事業内容

②助成事業（令和2年4月1日現在）

③経費負担（令和2年4月1日現在）

※正職員とは八尾市職員の厚生制度に関する条例（昭和56年八尾市条例第18号）に規定する者を指す。

※職員掛金は事業主負担額と同額。

⑵　大阪府市町村職員共済組合

①主な事業

②経費負担（令和2年4月1日現在）

⑶　公平委員会の業務の状況（令和元年度実績）

不利益処分に関する審査請求

賞     与

給料月額の2.2/1,000

勤務時間に関する措置要求

事業主負担額

該当なし

大阪府市町村職員共済組合を通じて人間ドックを受診したとき

該当なし

月例給料

職員掛金

標準報酬月額の157.2/1,000

大阪府市町村職員共済組合

　八尾市職員厚生会では生命保険や損害保険の団体扱いをはじめとして、クラブ活動補助事業や人間ドック補
助事業をおこなっています。
　また、八尾市職員厚生会では福利厚生事業の一部を民間業者（株式会社ベネフィット・ワン）に委託してい
ます。委託内容としては健康増進、育児、介護、レジャー、趣味等生活全般にわたる分野でのサービスがまと
まったガイドブックを利用し、サービスを受けることができるものです。

クラブ活動補助

区　　分

種　類

400円

1年以上の活動実績を有し、定期的に活動しているクラブに対し助成

20,004円

15,000円

4,000円

内　　　容

標準期末手当等の額の197.3033/1,000

標準報酬月額の197.3033/1,000

事業主負担

標準期末手当等の額の157.2/1,000

その他の職員

協会けんぽ加入者が人間ドックを受診したとき
人間ドック補助

　老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金の支給、健康保険、出産費・埋葬料の給付、疾病予防（人間ドック補助等）
等を実施しています。

正職員区分

20



16　技能労務職員等の給与の見直しに向けた取組方針

⑴　現状

①　主な職種ごとの人数・平均給与・平均年齢等のデータは、「２　職員の平均給与月額、初任給等の状況　⑴②技能労務職」に

 掲載しています。

②　主な職種ごとの経験年数別の人数・平均給料のデータ（令和2年4月1日現在）

※個人情報保護の観点から、対象となる人数が１人又は２人の場合は、当該箇所を「＊（アスタリスク）」としています。

③　その他給与に関する事項（給料表、手当、昇給基準等）

 　　 給料表は、行政職給料表⑴に準じた技能労務職給料表を適用しています。また、特殊勤務手当は、「４　職員の手当の状況

　　⑷特殊勤務手当（令和2年4月1日現在）」中の非常呼出手当、現場作業手当、夏期清掃等手当、特定期間手当を適用してい

　　ます。

 　　 昇給基準は、毎年1月1日に勤務成績に応じ４号給（56歳以上の職員にあっては２号給）を標準として昇給させています。

⑵　基本的な考え方

　これまで国家公務員の給与構造改革に準じた給与水準の見直し等に取り組んでまいりましたが、技能労務職員等の給与が

民間事業の従業者に比べ高い水準となっている状況を考慮しつつ、国家公務員の水準や府内各市の動向を踏まえ、さらなる

適正化に向けた取り組みを推進していきます。

⑶　具体的な取組内容

　給料表は、国家公務員の水準や府内各市の動向を踏まえ、検討していく予定です。また、昇給・昇格制度については、年功

的な給与上昇の抑制や勤務実績の給与への反映に取り組みます。

⑷　その他（外部委託の推進について）

　これまで、行財政改革に係る計画等に基づき、行政サービスの実施主体を十分に精査・検討し、実施主体の見直し（民間委

託等）を検討するとともに、効果性・効率性の向上が図られるものは、行政責任を確保した上で行政サービスの向上に留意して

積極的に外部委託化を進め、職員数の削減に取り組んできました。

　今後も引き続き、より効果的で効率的な行政運営をめざすため、行政サービスの実施主体の見直しを行ってまいります。

平均給料

職　　種

人数

清掃職員

＊

平均給料

6

13222,700 5

8

校務員

＊

  ５～10年未満

経験年数

198,300  ５年未満

208,500

人数

28252,200  10～15年未満 231,900

　35年以上

　15～20年未満

354,500 22

＊

＊

　30～35年未満

　20～25年未満

369,500 41

＊

323,700

29

337,000

383,900

39

9

5

17

＊

341,900

361,000　25～30年未満

6309,000
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17　職務の級及び職制上の段階ごとの職員数（令和2年4月1日現在）

①行政職給料表（1）

職務の
級

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳

（％） 職名 （人） （人） （％）

職制上の段階

段階

主事

100

計

技師

保育教諭2級
高度の知識又は経験を必要とする業務を
行う係員の職務

47

21

26

6

（人）

23.7%

副主査 199

277 23.7%

副
主
査
級

副主任 78

計 277

100

3級 副主査の職務

係員の職務 12 1.0%
12

112 9.6%
係
員
級

保育教諭 12

計

277

心理士

8.5%

計

2.4%

副教育長 1

8.1%

課長

24 2.0%

部長

24

1

出張所又は土木管
理事務所の所長

人権コミュニティセ
ンター、青少年会館
又は八尾図書館の
館長

95

11

95

参事

48

2.0%
部
長
級

8.1%
課
長
級

理事 5

次
長
級

3

課長又は参事の職務 95

部次長の職務 2.4%

選挙管理委員会事
務局又は監査事務
局の局長代理

計

4級 係長又は主査の職務 483 41.2%

13.0%

山本図書館又は志
紀図書館の館長

2

152

18

係
長
級

主査 243

主任

人権コミュニティセ
ンター、青少年会館
又は八尾図書館の
館長補佐

危機管理監

認定こども園の園長

市議会事務局又は
監査事務局の局長

25

計

1

15

5

28

28

選挙管理委員会事
務局又は農業委員
会事務局の局長

1

152

選挙管理委員会事
務局、監査事務局
又は農業委員会事
務局の局長補佐

市立医療型児童発
達支援センター又
は保育所の所長補
佐

3

計

48341.2%

係長 188

483

主幹保育教諭 19

27

業務長

100

1

30

13.0%

課長補佐

12

市立医療型児童発
達支援センター、保
育所又は子育て総
合支援ネットワーク
センターの所長

計 152

3

認定こども園の副園
長

6

3

室長

出張所又は土木管
理事務所の所長補
佐

課
長
補
佐
級

部長又は理事の職務 24

部次長

7

5級 課長補佐又は主幹の職務

8級

1級

28

2

保健所副所長 1

会計管理者 1

6級

7級
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②技能労務職給料表

③消防職給料表

④医療職給料表(1)

職務の
級

1級 係員の職務 20 7.4%

技能員 4

22 8.1%

技能員

（％）

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

（人）

3級 副主任の職務 47 17.3%
副主任

係
員
級

労務員 16

計 20

47 17.3%

副

主

査

級
計 47

47

2

労務員 202級
高度の技能又は経験を必要とする業務を
行う係員の職務

15.5%

計

4級
１　技能長又は作業長の職務
２　主任の職務

182 67.2%

主任技能長 1

技能長 18

67.2%
係
長
級

作業長 22

主任 141

計 182

（人） （％） 職名 （人） （人）

182

段階

職務の
級 （％）

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳

1級 係員の職務 70 26.5%
消防士 70

184 69.7%

2級 主任の職務 114 43.2%

主任

21 8.0%

4.5%

課長

計 12

7

12

計 70

104

消防副士長

計

計

1

4級

5級

2級

1

計

0.0%
係
員
級

0 0

係
長
級

部次長、課長又は参事の職務 0 0.0%

1

1
50.0%

0 0.0%

高度の知識又は経
験を必要とする業務
を行う再任用職員
である消防士

課長補佐

（人）

課
長

補
佐
級

0.0%
次
長
・

課
長
級

50.0%

部
長
級

保健所長

0

1

次長の職務 5 1.9%

1 0.4%

職制上の段階

（人） （％）

1

計 21

5

1

次長

114計

参事

係長 41

課長補佐 21

副署長

計 41
41 15.5%

内訳

職名

消防長 1

1計
1

3

係
長
級

段階

42

計

5

（％）

3級 係長又は主査の職務

4級 課長補佐又は主幹の職務

課長又は参事の職務5級

7級 消防長又は理事の職務

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計

5 1.9%

4.5%

21 8.0%

12

9

職制上の段階

1

0.4%
部
長
級

課
長
級

課
長

補
佐
級

41 15.5%

係
員
級

（人）

22

（人）

1 50.0%

部長又は理事の職務

計

0.0%

0.0%係長又は主任の職務

0

0

1 50.0% 1

次
長
級

署長

（％）

0

段階（人）

1級 係員の職務

0

職務の
級

計

3級 課長補佐又は主幹の職務

職名

6級
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⑤医療職給料表(2)

⑥医療職給料表(3)

⑦教育職給料表

職務の
級

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

1級 係員の職務 0 0.0%

5 27.8%
係
員
級

計 0

2級
高度の知識又は経験を必要とする業務を
行う係員の職務

5 27.8%
技師 5

計 5

3級 副主査の職務 7 38.9%
副主査 7

7 38.9%
副
主
査

級
計 7

4級 係長又は主査の職務 6 33.3%

係長 2

6 33.3%
係
長
級

主査 4

計 6

5級 課長補佐又は主幹の職務 0 0.0% 0 0.0%
課
長

補
佐
級

計 0

6級 課長又は参事の職務 0 0.0% 0.0%
次
長
・

課
長
級

計 0

段階

1級 係員の職務 0 0.0%

17 22.7%

職務の
級

2級
高度の知識又は経験を必要とする業務を
行う係員の職務

17 22.7%

（％）

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

3級 副主査の職務 18 24.0%
副主査

係
員
級

計 0

18 24.0%
副
主
査

級
計 18

18

17

計 17

44.0%
係
長
級

主査 27

5.3%
課長補佐

5.3%
課
長

補
佐
級計 4

6級 課長又は参事の職務 3 4.0%

3

0.0% 07級 部次長の職務

4級 係長又は主査の職務 33 44.0%

係長 6

33

45級 課長補佐又は主幹の職務 4

1級 幼稚園の講師又は養護助教諭の職務
講
師
級計 15

15
15 34.9%

4 9.3%
主
査
級

3 4.0%
課
長
級

参事 1

計

課長 2

8級 部長又は理事の職務 0 0.0%

部長

0 0.0%
部
長
級

4級
高度の知識又は経験を必要とする指導
主事の職務

1 2.3%
部長

計

指導主事

計 4
2級

計

1

1

1　幼稚園の教諭、養護教諭又は主任の
職務
２　主査の職務

4 9.3%
主査

教育センターの所
長

主査

部
長
級

課長補佐 3

課長 1

8

教育センターの所
長補佐

1

8

指
導
主
事
級

1 2.3%

15

1

34.9%

保健師

1

4

計

計

0

部次長

職名 （人） （％）

次
長
級

15

15

18.6%3級
１　幼稚園の園長の職務
２　相当高度の知識又は経験を必要とす
る指導主事の職務

8 18.6%

特2級 指導主事の職務 15 34.9%

職務の
級 （人） （％） （人）

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

段階

15 34.9%
講師

計 33

（人） （％） 職名 （人） （人）

0

0

相当高度の知識又
は経験を必要とする
指導主事

1

4

理事

計 0

　　　（上記給料表は、府条例別表第４教育職給料表ロ小学校・中学校教育職給料表を適用）

0.0%
部次長 次

長
級
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⑧　病院事務職給料表

⑨　病院医療職給料表(1)特

⑩　病院医療職給料表(1)

⑪　病院医療職給料表(2)

職務の
級

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

1級 係員又は技師の職務 0 0.0%

2 9.5%
係
員
級

計 0

2級
高度の知識又は経験を必要とする係員
若しくは技師の職務

2 9.5%
技師

計 2

3級 副主査又は副主任技師の職務 3 14.3%
副主査 3

3 14.3%
副
主
査

級
計 3

4級 係長、主査又は主任技師の職務 10 47.6%

係長 5

10 47.6%
係
長
級

主査 4

主任技師 1

計 10

5級 課長補佐の職務 3 14.3%
課長補佐 3

3 14.3%
課
長
補

佐
級計 3

6級 課長又は参事の職務 1 4.8%
課長 1

1 4.8%
課
長
級計 1

8級 事務局長又は理事の職務 1 4.8%
事務局長 1

1 4.8%
部
長
級計 1

職務の
級

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

1級 副院長及び診療局長の職務 2 66.7%
副院長 2

2 66.7%
副
院
長

級
計 2

2級 総長、病院長及び特命院長の職務 1 33.3% 1 33.3%
病
院
長

級
病院長 1

計 1

職務の
級

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

1級 医師及び歯科医師の職務 0 0.0% 0 0.0%
医
師

計 0

2級 副医長の職務 16 17.8%
副医長 16

16 17.8%
副
医
長

級
計 16

3級 医長又はセンター長の職務 42 46.7%

医長 41

42 46.7%
医
長
級

センター長 1

計 42

4級
診療局次長、診療科部長又は室長の職
務

32 35.6%

診療局次長 1

32 35.6%
診
療
科

部
長
級

診療科部長 31

計 32

職務の
級

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

1級 係員又は技師の職務 1 1.4%
技師 1

17 23.9%
係
員
級

計 1

2級
高度の知識又は経験を必要とする係員
又は技師の職務

16 22.5%
技師 16

計 16

3級 副主査又は副主任技師の職務 12 16.9% 12 16.9%
副
主
査

級
副主任技師 12

計 12

4級 係長、主査又は主任技師の職務 36 50.7%

係長 15

36 50.7%
係
長
級

主任技師 21

計 36

5級
薬剤部長補佐、技師長補佐、センター長
補佐、室長補佐又は課長補佐の職務

3 4.2%

薬剤部長補佐 2

計 3

3 4.2%

課
長
補
佐
級

センター長補佐 1

6級
診療局次長、薬剤部長、技師長又は参
事の職務

3 4.2%

3

技師長 2

参事 1

計

2

次長
4.8%

計 1

次
長
・

課
長
級

1
7級 次長の職務 1 4.8% 1

次
長
級

3 4.2%
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⑫　病院医療職給料表(3)

⑬　企業職給料表

（人） （％）

1級
保健師、看護師、助産師又は准看護師
の職務

2級
高度の技術経験に基づき業務を行う保健
師、看護師又は助産師若しくは相当高度
の経験を必要とする准看護師の職務

42 12.9%

計

看護師

助産師

職務の
級

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳

3級
副主任看護師又は副主任准看護師の職
務

48 14.7%

副主任看護師 46 副
主
査
級

副主任准看護師 2

計 48

42

75 23.0%35

4級
看護係長、主任看護師又は主任准看護
師の職務

180 55.2%

看護係長 36

33 10.1%
計 33

係
員
級

看護師 33

6級

180 55.2%
係
長
級

主任看護師 143

主任准看護師 1

計 180

5級 看護師長の職務 17 5.2%
看護師長 17 課

長
補

佐
級計 17

課
長
級計 3

0.9%

17

看護部科長の職務 3 0.9%
副看護部長 3

3

職務の
級

2級
高度の知識又は経験を必要とする業務を
行う係員の職務

2 2.5%

事務職員

（％）

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

部
長
級計 1

8級 看護部長の職務 1 0.3%
看護部長

（人） （％） 職名 （人） （人）

1
1

段階

計

4級
係
長
級

主査 26

計 40

40 50.6%

3級 副主査の職務 22 27.8%
副主査

0

副
主
査

級
計 22

計 2

22
22

27.8%

1級 係員の職務 0 0.0%

2 2.5%

4

1
1

水道局長又は理事の職務 0 0.0% 0

10

10

係長又は主査の職務 40 50.6%

係長 14

計 0

１　課長又は参事の職務
２　水道技術管理者の職務

4 5.1%
課長

0.0%

10

部
長
級

8級

4

48 14.7%

7

技術職員 2

0.6%

0.3%

次
長
級計 2

2
2

5.2%

係
員
級

職名 （人） （人） 段階

職制上の段階

（％）

1.3%
次
長
級計

7級 局次長の職務 1 1.3%
局次長 1

5.1%

12.7%
課
長
補

佐
級

課
長
級

10

計

4
6級

5級
１　課長補佐、室長又は主幹の職務
２　企業出納員の職務 計

課長補佐
12.7%

7級 看護部次長の職務 2 0.6%
看護部次長
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